
 
 
 

地

理

空

間

情

報

の

活

用

の

推

進

に

関

す

る

件

 

  

政

府

は

、

地

理

空

間

情

報

活

用

推

進

基

本

法

の

施

行

に

当

た

り

、

次

の

事

項

に

十

分

配

慮

す

べ

き

で

あ

る

。

 

 

一

 
地

理

空

間

情

報

の

活

用

の

推

進

に

当

た

っ

て

は

、

産

学

官

一

体

と

な

っ

た

取

組

や

民

間

活

力

の

積

極

的

導

入

に

よ

り

、

民

間

の

産

業

育

成

を

旨

と

し

て

関

係

す

る

施

策

を

推

進

す

る

こ

と

。

 

 

二

 

関

係

閣

僚

会

議

の

早

期

設

置

等

に

よ

り

関

係

省

庁

間

で

の

十

分

な

連

携

を

図

る

と

と

も

に

、

国

、

地

方

公

共

団

体

、

関

係

事

業

者

間

の

適

切

な

役

割

分

担

に

よ

り

地

理

空

間

情

報

の

活

用

の

推

進

の

た

め

の

効

果

的

な

施

策

を

講

じ

る

こ

と

。

 

 

三

 

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

等

に

よ

る

地

理

空

間

情

報

の

流

通

の

拡

大

に

伴

い

、

国

の

安

全

を

害

す

る

こ

と

の

な

い

よ

う

措

置

す

る

と

と

も

に

、

国

民

の

人

権

が

侵

さ

れ

る

こ

と

の

な

い

よ

う

個

人

情

報

保

護

な

ど

の

観

点

か

ら

十

分

に

配

慮

す

る

こ

と

。

 

 

四

 

国

が

保

有

す

る

地

理

空

間

情

報

の

提

供

に

当

た

っ

て

は

、

国

民

に

対

し

て

、

可

能

な

限

り

、

無

償

又

は

低

廉

な

価

格

で

提

供

さ

れ

る

よ

う

配

慮

す

る

こ

と

。

 

 

五

 

地

理

空

間

情

報

の

活

用

の

推

進

に

当

た

っ

て

は

、

我

が

国

独

自

の

衛

星

測

位

に

係

る

技

術

基

盤

の

確

立

を

目

指

す

こ

と

。

 

 

六

 

本

法

の

施

行

後

五

年

以

内

に

、

こ

の

法

律

の

施

行

の

状

況

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

そ

の

結

果

に

基

づ

い

て

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

こ

と

。

 

 

右

決

議

す

る

。

 

（ 平 成 1 9 年 5 月 1 1 日  衆 議 院 内 閣 委 員 会  決 議 ） 資 料 １－４


